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平成 29 年 2 月１日 ちくご市議会だより № 48平成 29 年 2 月１日 ちくご市議会だより № 48 23

人
事
案
件
３
件（
同
意
）

取
り
組
む
体
制
を
強
化
す
る

た
め
、
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
を
新
設
。
農
地
等
の

利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
熱

意
と
識
見
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
、
区
域
ご
と
に
最
適

化
推
進
委
員
の
候
補
者
の
推

薦
を
求
め
る
。

問　

農
業
委
員
10
人
、
最
適

化
推
進
委
員
11
人
の
内
訳
は
。

答　

農
業
委
員
は
認
定
農
業

者
５
人
、
青
年
農
業
者
１
人
、

女
性
農
業
者
２
人
、
利
害
関

係
者
以
外
１
人
、
公
募
１
人
。

最
適
化
推
進
委
員
は
各
小
学

校
区
に
１
人
と
考
え
て
い
る
。

問　

農
業
委
員
の
数
は
多
す

　

筑
後
市
農
業
委
員
会
の
委

員
及
び
筑
後
市
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
の
定
数
に
関

す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

 

農
業
委
員
の

選
出
方
法
を
変
更 

　

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
農

業
委
員
の
選
出
方
法
が
変
更

さ
れ
た
。
ま
た
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
が
新
設
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
農

業
委
員
10
人
、
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
11
人
の
条
例

定
数
を
可
決
し
た
。
現
在
の

農
業
委
員
の
任
期
（
今
年
７

月
）
以
降
、
適
用
さ
れ
る
。

 

選
挙
（
公
選
制
）
か
ら

地
域
推
薦
・
公
募
へ

　

こ
れ
ま
で
、
農
業
委
員
の

選
出
に
つ
い
て
は
、
公
職
選

挙
法
に
基
づ
く
選
挙
だ
っ
た

が
、
今
後
は
市
長
が
議
会
の

同
意
を
得
て
任
命
す
る
方
法

に
変
更
と
な
る
。
市
長
は
任

ぎ
る
の
で
は
。

答　

青
年
層
や
女
性
農
業
者

等
、
幅
広
い
意
見
を
聞
く
た

め
、
こ
の
よ
う
な
構
成
と
し

た
。

問　

農
業
委
員
と
最
適
化
推

進
委
員
の
仕
事
の
内
容
の
違

い
は
。

答　

農
業
委
員
は
農
業
委
員

会
で
の
審
議
を
行
う
。
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
担
当
地
域
は

持
た
な
い
が
、
新
し
く
新
規

就
農
や
農
地
集
積
等
に
関
す

る
業
務
が
発
生
す
る
。
最
適

化
推
進
委
員
は
主
に
、
担
当

地
域
で
の
現
地
活
動
を
行
う

が
、
農
業
委
員
会
に
お
い
て

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
農
業
委
員
会
で
の
議
決

権
は
農
業
委
員
の
み
に
与
え

ら
れ
る
。

問　

公
平
性
等
の
観
点
か
ら

考
え
る
と
、
制
度
が
後
退
し

て
い
る
の
で
は
。

答　

最
適
化
推
進
委
員
に
は

議
決
権
は
な
い
が
、
会
議
等

で
は
積
極
的
に
意
見
を
述
べ

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　12月定例会では、議案 21件（人事案件含む）が提案され、すべて原案どおり可決しました。
　「筑後市農業委員会の委員及び筑後市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」の制定
により、現在の農業委員の任期が終了する７月以降、新しい制度での運用が始まります。
　また一般会計補正予算では、４億２１１１万円を増額、今年度の歳入歳出総額は１９５億１
６９１万円となりました。様々な福祉サービスや対象者の増加に伴い、年々扶助費の増額が顕
著となっています。増加する保育所の待機児童解消のため、筑後保育所の受け入れ児童を増や
すための改修費として５９１万円を増額しました。

（
賛
成
16
　
原
案
可
決
）

平成28年

12月定例会
12月2日〜16日

平
成
28
年
度
筑
後
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

　

予
算
総
額
を
４
億
２
１
１

１
万
円
増
額
し
、
１
９
５
億

１
６
９
１
万
円
と
す
る
も
の
。

主
な
も
の
は
、
民
生
費
の
臨

時
福
祉
給
付
金
に
要
す
る
経

費
１
億
８
１
０
６
万
円
、
保

育
士
の
業
務
負
担
軽
減
を
図

る
た
め
の
費
用
と
し
て
児
童

福
祉
事
務
に
要
す
る
経
費
９

１
０
万
円
、
筑
後
保
育
所
改

修
に
要
す
る
経
費
５
９
１
万

円
の
増
額
等
。

　

他
に
、
現
在
新
年
度
に
な

っ
て
支
給
事
務
が
行
わ
れ
て

い
る
要
保
護
準
要
保
護
児
童

生
徒
に
対
す
る
新
入
学
の
た

め
の
学
用
品
費
の
支
給
に
つ

い
て
、
そ
の
支
給
時
期
を
前

年
度
の
３
月
に
前
倒
し
す
る

た
め
の
増
額
３
７
９
万
円
等

も
盛
り
込
ま
れ
た
。
行
政
の

年
度
主
義
の
壁
を
取
り
払
い
、

入
学
時
の
必
要
な
時
期
に
支

給
で
き
る
よ
う
に
し
た
も
の
。

問　

筑
後
保
育
所
の
改
修
の

内
容
は
。

答　

一
部
改
修
に
よ
り
、
受

け
入
れ
児
童
を
増
や
す
も
の

で
、
現
在
の
職
員
室
を
プ
レ

ハ
ブ
に
移
し
、
旧
職
員
室
を

保
育
室
と
し
て
利
用
す
る
も

の
。
こ
れ
に
よ
り
29
年
４
月

よ
り
11
人
の
受
け
入
れ
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
る
。

問　

筑
後
保
育
所
は
老
朽
化

し
て
お
り
、
保
育
環
境
も
良

く
な
い
の
で
は
。
そ
こ
を
改

修
す
る
よ
り
、
民
間
に
補
助

を
し
て
定
員
を
増
や
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

答　

民
間
で
は
30
年
４
月
に

増
改
築
に
よ
り
、
一
定
の
定

員
増
が
図
ら
れ
る
。
29
年
度

当
初
に
向
け
て
緊
急
的
に
改

修
を
行
う
も
の
。

問　

年
度
当
初
に
発
生
し
て

い
た
学
童
保
育
所
の
待
機
児

童
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
状

況
は
。

答　

今
も
複
数
の
学
童
保
育

所
で
、
申
し
込
み
を
し
て
い

た
が
入
所
で
き
な
い
児
童
が

い
る
状
況
だ
が
、
退
所
に
伴

い
入
所
を
案
内
し
て
も
辞
退

さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
年

度
当
初
ほ
ど
で
は
な
い
。
来

（
全
員
賛
成 

原
案
可
決
）

農業委員会 の制度変わる
「農業委員」１０人「農 地利用最適化推進委員」１１人へ

～農業委員会の委員及び農地　利用最適化推進委員の定数に関する条例可決～

年
度
の
入
所
申
込
状
況
に
つ

い
て
は
現
在
集
計
中
で
あ
る
。

監
査
委
員

　

鳥
巣
啓
一
（
大
牟
田
市
）

新
任

公
平
委
員
会
委
員

　

諸
藤
啓
一
（
久
留
米
市
）

新
任

人
権
擁
護
委
員

　

上
野
京
子
（
野
町
）
新
任

（
敬
称
略
）

職
員
室
を
保
育
室
と
し
て
利

用
す
る
た
め
改
修
さ
れ
る
筑

後
保
育
所

市役所本庁舎
4月の熊本地震では１階窓ガラスが破損、本

庁舎は壁面全体にガラスが多用されており、

安全性、耐震性に不安がある。

現在の農業委員の任期満了日（平成29年７月

19日）までは、現在の体制のまま継続。

主
な
議
案
と
質
疑

命
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ

め
地
域
農
業
者
や
農
業
団
体

に
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
、

公
募
も
行
う
。
農
業
委
員
の

う
ち
、
半
数
が
認
定
農
業
者

（
※
）
で
あ
る
こ
と
や
利
害

関
係
者
以
外
も
登
用
す
る
こ

と
、
ま
た
女
性
や
青
年
の
登

用
促
進
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

※
法
律
に
基
づ
き
、
農
業
者

が
５
年
後
の
経
営
改
善
目
標

を
記
載
し
た
農
業
経
営
計
画

を
作
成
し
、
市
が
認
定
す
る
。

 

農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
新
設
へ

　

農
業
委
員
会
は
、
農
地
等

の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に


